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お問い合わせ

― かけがえのない農村と共に生きる ―

山
間
に
広
が
る
美
し
い
農
村
風
景
は
、
そ
こ
で
暮
ら
す

人
々
の
営
み
に
よ
っ
て
保
た
れ
て
い
る
大
切
な
地
域
資
源

季
節
の
移
り
変
わ
り
と
と
も
に
見
せ
て
く
れ
る
様
々
な
表

情
は
、
な
ぜ
か
私
た
ち
の
こ
こ
ろ
を
和
ら
げ
て
く
れ
る

そ
ん
な
農
村
の
宝
を
守
っ
て
い
く
た
め
、
ま
ち
の
応
援
団

と
し
て
一
緒
に
活
動
し
て
み
ま
せ
ん
か

事業の手順

農村と市街地住民の方に
情報提供とニーズを
聞取りします

１

むら・まち支え合い
共生の里

むら・まち支え合い
共生の里

双方のニーズに合った
調整・仲介をします

２

農村・市街地住民・市町
・県の４者で協定を
締結します

３

農村と市街地住民が
協働して保全活動や
加工品づくりなどの
取り組みを行います

４

協定締結前に１年間のお
試し期間として単年活動
を行うことができます

※協定締結に向けた活動で
はありますが、活動後にお
ける協定締結は必須ではあ
りません。

☎ 0857-26-7336
☎ 0857-20-3570
☎ 0858-23-3172
☎ 0859-31-9665



お問い合わせ

活動への支援内容

補助金(県2/3,市町村1/3)
1～2年目:上限39万円/年
3年目:上限19.5万円/年
単年活動：上限21万円
(令和４年度～)

補助対象 農村集落

経費対象
・機械等のリース料
・用具、資材の購入代
・作物の苗、肥料代
・広報、販売促進の費用
・交流会の開催費用
・農村への交通費

など

事業実施の流れ

効果２

余暇交流
農村との交流を通じて市街地住
民同士の輪も大きくなります

むら・まち
支え合い
共生の里

効果３

活力の増進
市街地住民との交流を通
じて農業意欲の向上につ
ながります

効果１

農業・農村の体験
大自然での体験が農業・農村
への親しみと気分のリフレッ
シュにつながります

効果３

農村の魅力発見
農村資源の大切さや保全意
識の向上、食育への関心に
つながります

効果１

労力の確保
農地や農業用施設の適切な維
持管理につながります

効果２

遊休農地の再生
農地の有効活用な新たな農
産物の生産につながります

農村のメリット

市街地住民
のメリット

「むら・まち支え合い共生の里」は
農村と市街地住民による元気づくりを支援します

「むら・まち支え合い共生の里」は
農村と市街地住民による元気づくりを支援します

鳥 取 県 農 地 ・ 水 保 全 課
東 部 農 林 事 務 所 地 域 整 備 課
中部総合事務所農林局地域整備課
西部総合事務所農林局地域整備課

TEL : 0857-26-7336
TEL : 0857-20-3570
TEL : 0858-23-3172
TEL : 0859-31-9665


